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(社会思想史研究の現在)

｢市民社会と徳｣序説
- 思想史的接近-

Ⅰ 問題設定とその起源

｢市民社会と徳｣という問題設定は,ただち

に,それに関わりのあ りそうな多 くの思想家の

概念装置を想起させる｡ マキヤヴェッリの共和

国と徳,モンテスキューの共和政体とその原理

としての徳,ルソーが描写 した徳の喪失の歴史

としての文明史と社会契約による徳の復活とい

う図式,アダム ･スミスの 『道徳感情論』にお

けるシンパシー (同感-共感 sympathy)論と

の関連での徳性論｡さらにさかのぼると,プラ

トンは 『国家』において,またアリス トテレス

は 『政治学』において,国家-ポリティアと徳

(アレテ-)の関係を論 じたし,総 じて政治と

徳,社会と徳,文明と徳の関係を問題にした思

想家は少なくない｡スミスを除いて,市民社会

と徳の関係を論 じた学問は政治学に属している｡

しかし,彼らの市民社会の概念も一様でなけれ

ば,徳の概念も多様性がある｡

スミスは倫理学において徳を問題にしていて,

他の思想家と異なっているようにみえるが,ス

ミスの倫理学は近代自然法から生まれたことを

想起すると,スミスが特殊であるとは言えない｡

ホップズもまた自然法のなかで徳を問題にして

いる｡ 少なくとも,プロテスタント文化圏にお

ける近代自然法思想は規範の内面化を特徴とし

ており1), したがって,規範の学 としての近代

自然法は新 しい道徳哲学の母体ともなる｡ 他方,

1) 内面性を際立った特徴として近代自然法を解釈する福

田歓- 『近代政治原理成立史序説』岩波書店,1971年を

参照せよ｡外在的秩序観としての トマス的自然法思想に

おける内面化のモーメントについては,プロテスタン

ティズムと新ス トア派が考えられるが,前者の影響が圧

倒的に大きかったであろう｡

田 中 秀 夫

マキヤヴェッリ以来の共和主義政治学に不可欠

の概念として展開された徳の概念もまた,ハリ

ントンからハチスンを通 して,少なからずスミ

スに影響を与えていることは,今日では,次第

に認められつつある｡ 自然法学が鍛えた徳の概

念は個人的徳に比重を置 くものであったとすれ

ば,政治学が継承 した徳の概念は公共的徳に力

点のある概念であった｡倫理学という学問分野

は個人的徳とともに社会的 (公共的)徳の概念

をめぐる論議から構築されてきたと言ってもよ

いだろう｡

日本の伝統に目を向けると,少なくとも徳川

時代以降の日本においては,儒教的伝統 (朱子

学)のもとに,長 く,徳の概念が- その内実

は忠孝などの対人関係の徳目にあったが,個人

の精神の修養もまた重視された- 個人倫理の

中核に置かれてきたことは,いうまでもない｡

儒教は西洋の政治哲学のように,世俗社会の

統制原理としての体系的学説を構築できなかっ

た｡『論語』が示すように,孔子の教えは断片

的な処世訓,実践道徳であり,徳治主義と称さ

れるその教えは体系的な政治哲学と称するには

素朴なものであり,西洋中世の ｢君主の鏡｣に

対比されるべき ｢統治術｣にすぎなかった｡と

はいえ,政治哲学としての儒教は中国において

は,やがて科挙の制度によって知識人-官僚が

習得 しなければならない範型となり,文字通 り

パ ラダイムとなった｡

儒教的伝統において,徳の概念がめざしたも

のは,宗教が本来そうであるように個人の身の

処し方を教えるマナー (礼儀作法)であり,個

人道徳であった｡そのことは社会に相当する概

念が彫琢されなかったことと関連する｡ 柳父章
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が指摘 したように2),societyの翻訳語 として

社会という語が発明され定着すること自体が困

難であった｡広い範囲の人間関係という現実を

もたなかった徳川時代から明治初期の人びとに

とって,それを語る言葉がなかったのは何ら不

思議でない｡こうして福沢諭吉たちによって,

societyの訳語として社会が造語されるにいた

るのだが,societyに対応する現実が日本に存

在しないというズレは残った3)0

このズレの問題は ｢市民社会｣の概念をめぐ

る西欧と日本のギャップと無関係ではない｡し

かし徳川時代 に発展 したのは町民文化だけで

あったわけではない｡幕藩体制を支える政治思

想も観念学体系として独自の発展を遂げている｡

丸山真男4)に始まる徳川政治思想史の研究は,

官学としての朱子学が,孔子の教えからはるか

に離れた,徳川幕藩社会の正統的イデオロギー

として体系化され,時代の要請にこたえるべ く,

自然の概念をベースに作為の論理の構築に挑ん

だこと,多くの儒学者と国学者の営為を通して

徳川政治思想が思想的発展を遂げていった,そ

の複雑な思想の動態- 継承と変革,発展そし

て衰退- とコンテクス トを問題にしてきた5)｡

しかし,市民社会と徳の関係を鋭 く問い直す

問題意識は,わが国には成立しなかった｡日本

の場合,仏教に由来する無常観もまた無関係で

はないとおもわれるが,意識の深層- 歴史意

識の古層- において ｢なりゆき｣,自然の勢

いにすべてを委ねるある種の自然主義が日本人

の秩序意識として強固に残存しており,それが

時折,とりわけ危機的状況において,意識の表

2) 柳父章 『翻訳語成立事情』岩波書店,1982年｡

3) 阿部謹也は現在でもわが国にはヨーロッパで言う社会

は存在せず,存在するのは世間であると主張する｡阿部

謹也 『｢世間｣とは何か』講談社,1995年,同 『学問と

｢世間｣』岩波書店,2001年｡

4) 丸山真男 『徳川政治思想史研究』東京大学出版会,

1952年｡

5) ヘーゲル弁証法や西欧の近代自然法思想の展開をイ

メージしつつ,コンテクス ト分析によって狙棟学の成立

と解体を論じる手法はきわめて鮮やかであったが,その

手法の妥当性の批判的検証が近年行われていることも記

憶 しておこう｡子安宣邦 『事件としての阻裸学』ちくま

学芸文庫,2000年 (初版,青土社,1990年)｡

層に浮上して観念 (思想)の構築物,作為の論

理と成果を押 しながしてしまう- 伝統-の回

棉 (回心,転向も同じ延長上でとらえることが

できよう)- ということが,丸山真男によっ

て指摘 された6)のであった- その丸山は,

『日本の思想』(1961年)において,制度も大

事だが制度を使いこなす主体も大事だという趣

旨のことを述べていた｡

丸山のいう ｢制度を使いこなす主体｣という

概念にはヨーロッパ近代の徳の概念に近いもの

があるように感じられる- が,日本において

自前の客観的な社会分析の学,政治哲学,ある

いは社会哲学が生まれなかったのは,結局のと

ころ,自らの経験を意識化するための自前の概

念装置を開発 し,発展させることができなかっ

た- 自前の概念装置をいかにして日常の経験

のなかから,あるいは臨床の場から構築するか

という問題は後期の,すなわち 『社会認識の歩

み』(1971年)以降の内田義彦の問題でもあっ

た7)- という文化の経験 と意識の特殊性,西

洋との差異に帰着するであろう｡

わが国においては,今に至るまで,政治哲学

や社会哲学,社会分析の学は圧倒的に翻訳語に

よって遂行されてきた｡そしてそれは近代を迎

えたときに,知識人の言語の道具箱にあったも

のが大和言葉 (和語)と漢字 ･漢語にほとんど

限られていたこと,思想的遺産として存在した

ものは固有の神道的- とはいえ神道には道教

が流入しているといわれる- 日本的文化的伝

統の他には,異文化の遺産としての仏教的伝統

と儒教的伝統だけであったということと関係が

あるだろう｡ 西洋の学問,科学を摂取するため

に,多くの知識人が,漢語を採用 して,造語し

たことが,今ではよく知られている｡ 近代の入

り口に置かれた,日本の知識人にとって,研究

すべきものは,自前の経験ではなく,西洋人が

経験から作 り出した学問成果であったというこ

6) 丸山真男 ｢歴史意識の 『古層』｣,同編 『歴史思想集』
筑摩書房,1972年所収 (『丸山真男集第十巻』岩波書店,

1996年に再録)｡

7) 内田義彦 『読書と社会科学』岩波書店,1985年｡
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とが,以来わが国の学問の型を大きく規定 し,

それが今なお尾を引いているのである｡

とはいえ,幕末から150年も経過した今では,

西洋の学問,科学の摂取は,十分に行われてい

るばかりか,もはやかつて丸山や内田が問題に

した,翻訳文化の陥穿などといった問題は,存

在しなくなったかのように思われているかもし

れない｡確かに,とりわけ近年の研究の進展は

凄まじいものがあって,翻訳にまつわる問題が

なくなったわけではないが,思想史研究につい

てみても,大きな進展が見られるといってよい｡

しかし,依然として,わが国では研究が遅れて

いるトピックや問題がないわけではない｡｢徳｣

の概念をめぐる考察などは,その最たるもので

あろう｡ では,こうした遅れは,例外的であっ

て,差異は全体として,量の問題かというと,

そうとは言い切れないであろう｡ 文化とそれを

支える制度や,言語および精神 (エートス)の

差異は依然,大きいように思われる｡

西洋の場合,ギリシア,ラテンの,神話,請,

歴史,文学,哲学,法などのジャンルにわたる

言語文化の膨大なコモン･ストックと近代語,

それに加えてさまざまな異文化の情報 ･知識も

早くから蓄積され研究されていたのであって,

そういったものが道具箱に存在し,さらに文化

的遺産としてはキリス ト教が生み出した特殊な

精神文化の伝統も存在 した｡ルネサンス以来の

近代科学と技術の成果もまたみのがせない｡学

問と科学の特性を決定する上での,この道具箱

にある道具の種類の格差は決定的に大きい｡新

しい発見,認識を明確に表現するためにも,過

切な道具- 概念,あるいは言語- が存在す

ることが非常に重要である｡

ランガ-は述べている｡｢およそ,思考の限

界を規定するものは,外部からわれわれの精神

に触れてくる経験の多少ではなくて,むしろ内

部からの,事物を把握する力の強弱,すなわち

精神が経験を迎える際に用いる定式化のための

観念の多少によるのである｡ たいていの新発見

は常に,眼前に存在 しているものを突如として

看取したという類のものである｡ 新 しい観念は,

3

光が当らないうちはわれわれに全然姿を示さな

かった眼前の存在を,くっきりと照明する光の

ようなものである｡｣8)ランガ-はこのような新

しい観念を創造的観念 (generativeidea)と呼

んだ9)｡

創造的観念に概念 (名称,名辞)を与えるこ

とに成功 したとき,理論的な発展が生まれるこ

とは,マキヤヴェッリによる ｢国家｣(stato)

やホップズによる ｢リヴァイアサン｣によって

馴染み となっている通 りである｡ モ ンテス

キューの ｢法｣の概念も,スミスの ｢同感 (共

感)｣の概念も,カントの ｢定言命法｣,ルソー

の ｢一般意志｣の概念などもその好例である｡

そのような革新 (innovation,novelty)の例は

ふんだんにあげることができるであろう｡ 思想

史上のキー ･ワードは,それが初めて登場 した

時には,多かれ少なかれポテンシャルにおいて

はそのような創造的概念として登場 したのだと

言ってよい｡思想史の一部を構成する概念史は,

創造的観念の思想史という特徴を持っているが,

今日では多様なアプローチがすでに存在 してい

るように思われる｡ 多様な概念史的アプローチ

- マイネッケの 『近代史における国家理性の

理念』(1924年)に代表されるような ドイツ流

のであれ,『存在の巨大な連鎖』(1936年)に代

表されるラブジョイ学派流のであれ,『マキヤ

ヴェリアン･モーメント』(1975年)で知られ

るポーコック的なパラダイム論的なものであれ

- はそれぞれ独自の思想史として存在可能で

あ り,｢市民社会｣ と ｢徳｣という問題は,二

つのキー ･ワー ドの史的,思想史的分析を通 し

ても,掘 り下げることができるであろう｡

ところで,徳の概念が問題提起的な概念とし

て受けとめられ,論じられるようになったのは,

比較的最近のことである｡ マッキンタイアの徳

の定義,すなわち ｢徳とは,その所有と行使が

実践に内的な善を達成することを可能にし,そ

8) ランガ- 『シンボルの哲学』岩波書店,1969年, 7

ベーン0
9) 中村雄二郎 『現代情念論』講談社,1994年,28-29

ページも参照｡
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の欠如が実際にわれわれをしてそのような善の

達成を妨げるような,習得せられたる人間の資

質である｣- 少々分かりにくいが,それ自体

が目的たりうるような内的善を実現 しようとす

る実践が徳であるということ- を紹介 して,

藤原保信は ｢今日的には死語になったとすら思

われる徳ないし有徳 という言葉｣が建ってくる

と述べている10)｡もちろん,スミス研究や18世

紀イギリス道徳哲学の研究は,ボナ-の 『モラ

ル ･センス』(1930年)やラフィルの 『モラル ･

センス』(1947年)をひもとくまでもなく,は

やくから徳の概念を論じてきた｡けれども,そ

こではキリス ト教の徳の概念と古典政治学,共

和主義の徳の概念, さらにはス トア派における

徳の概念の相違が十分に意識されていたように

は思われない｡

そのようなさまざまな徳の概念が,広 く論議

を呼ぶようになったのはアメリカにおける徳を

問題にした著作の一連の出版と論争によってで

あるように思われる｡ とりわけ,アリス トテリ

アンであるマッキンタイアの 『美徳なき時代』

(1981年)の出版 とそれをめぐる論争あたりか

ら多 くの関心 を引 き始め,その後のいわゆる

｢コミュニタリアン｣(サンデル,テイラー,

ウオルツアーなど)の論壇-の登場11)早,公共

生活や市民精神を論 じたベラーの 『心の習慣』

(1985年),アラン･ブルームの 『アメリカ精神

の終蔦』(1987年)の出版などによってピーク

に達したように思われる｡1958年に発刊された

雑誌 『ノモス』第34号 (1992年)は ｢ヴァ-

チュ-｣の特集号で,16点の論文と簡単な文献

目録を収録 しているが,ここにも現状の一端が

示されている｡

アメリカにおけるコミュニタリアンの登場は

ケインジアンに代わってヘゲモニーを握った新

自由主義に対決するものであり,ケインズ主義

への復帰を越えて,新 しい倫理的共同体の再構

10) 藤原保信 『自由主義の再検討』岩波新書,1993年,

191ベーン｡

ll) 川本隆史 『現代倫理学の冒険』創文社,1995年｡井上

達夫 『共生の作法』創文社,1986年,山脇直嗣 『新社会

哲学宣言』創文社,1999年などを参照｡
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築を提唱するものであった｡国民に自助努力を

求めるフリー ドマン的自由主義,新自由主義の

レーガノミックスやノージックを典型とするリ

バタリアニズムの主張は,水脹 した福祉をカッ

トするという意図を超えて,アメリカの良き文

化的社会的伝統,公序良俗や社会的紐帯の解体

を助長 し,一部の特権階級は別として,多 くの

民衆の生活基盤が掘 り崩されていった1980年代

以降の趨勢をいっそう激化させることになった｡

このような認識と危機意識をもつコミュニタリ

アニズムは依然として少数者の主張にとどまっ

ているようであるが,荒っぽい原理主義的な自

由主義,すなわち単純素朴な自由主義に対する

アンティ･テーゼという意味をもつものとして,

おお くの人びとの共感をえているように思わ

れる｡

もちろん,ポーコックによるシヴイソク ･

ヒューマニス ト･パラダイムの提唱はこれとは

無関係である｡ ポーコックのテーゼはずっと早

く,少なくとも1970年頃にさかのぼる12)し,荏

目の対象となっている徳の概念も異なれば,コ

ンテクス トも異なり,前者のような現代思想の

コンテクス トではなく,思想の歴史のコンテク

ス トに属するテーゼであり,また哲学者として

の仕事ではなく,歴史家としての仕事の成果で

ある｡ またケンブリッジ政治思想史研究チーム

の共同研究の成果であるホント,イグナティエ

フ編の論文集 『富と徳』(1983年,邦訳1990年)

も基本的にアカデミズムのコンテクス トの仕事

であって,編者や執筆者たちの意図に,ケイン

ジアン対新自由主義者の対立という現代の論争

が (背景にあるコンテクス トとして)研究にい

くらかの影を落としているとみることができる

としても,その論争のコンテクス ト-のコミッ

トメントを過度に読み取ろうとすることは間違

いだと思われる13)｡

12) Pocock,J G A.,Pohtics,LanguageandTL'me,New

York,1971(Reprint1989,ChicagoU.P)

13) ｢『富と徳』は,アダム･スミス解釈を舞台とした,
′ ケインズ主義 とマルクス主義 とスコットランド･ナショ

ナリズムの,反新自由主義 ･反サッチャリズム連合 とい

う性格を持っていたと言ってよいだろう｣(新村聡 『経/
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｢市民社会｣という言葉は,戦後日本の学会

とジャーナリズム,論壇においてよく使われた

言葉であり,それ自体が時代のキー ･ワー ドで

あったけれども,その語義はかならずLも明確

でないまま,近代の自由で民主主義的な民間社

会の別名としてムード的に使われてきた傾向が

強い｡

しかし,その言葉の使い方はいくつかに分け

ることができる｡ そして,可能なら明確な概念

にしておくことが望ましい｡本稿は,わが国の

知的伝統と戦後の思想史研究を回顧 しながら,

そのような明確化のための試み14)を行う｡ 後に

は,ヨーロッパ,とりわけイギリスの思想史に

関して,市民社会の概念,市民の概念,徳の概

念を概観し,概念内容を明確化することを試み

る｡ しかし,この大きな問題に入るためには,

まずは概説的な議論から始める必要がある｡ そ

のため本稿では,厳密な議論,テクス トに即 し

た十分な検討,様々なテクス トのコンテクス

テエアルな分析にまでは入れないことを,あら

かじめ断っておかなければならない｡

ⅠⅠ ｢市民社会｣の概念と ｢市民｣

わが国においては,19世紀後半に始まる西洋

の国家デザインを導入した帰結が,帝国主義の

時代環境の制約もあって,天皇を中心とする中

央集権的権威主義的国家の形成となり,さらに

＼済学の成立』御茶の水書房,1994年,356ページ)とい

う解釈は,話としてはおもしろいが,そこまで言うのは

言い過ぎであろう｡この発言を文字通り受け取るなら,

研究者の仕事を現代の問題-の党派的コミットメント抜

きには理解できないという党派還元論的な読み込みであ

る｡ポーコックはその連合への援軍とでもいうのだろう

か｡ジョン･ダンの寄稿はどう解釈されるのだろうか｡

『経済学の成立』の著者は自らのスミス研究を- それ

は優れたアカデミックな仕事のように思われるのである

が- どのようなイデオロギー的コンテクス トの仕事だ

と考えているのだろうか｡

14) この概念を明確にしようとした試みに,戦後の市民社

会論者の一人と目される田中正司の ｢市民社会観｣(田

村秀夫 ･田中浩編 『社会思想事典』中央大学出版部,

1982年,田中正司 『市民社会理論と現代』御茶の水書房,

1994年に再録)があるし,成瀬治の 『近代市民社会の成

立』は ｢市民社会｣の概念内容の歴史的変遷について広

範な知識を提供 している｡これらの文献は随時参考にす

る｡

5

は日清,日露戦争,第一次大戦を経て,満州事

変に始まる15年戦争への突入,そしてやがて総

力戦の結果としての前代未聞の完膚なき敗北,

連合国-の無条件降伏,マッカーサー進駐軍に

よる全体主義国家の解体,米国主導の戦後民主

主義体制の構築へと,息継ぐ暇もないほどの急

激な変転の歴史を展開したことは,周知の通 り

である｡ そして,その後,焦土からなりふ りか

まわず経済復興に遥進した戦後の日本人,日本

社会は,1960年の国論を二分した安保騒動の結

莱,日米安保体制を選ぶ｡その結果,第二次大

戦で超大国として登場した米国の冷戦下におけ

る世界戦略に組み込まれることになる｡

やがて日本社会は,富に恵まれる時代を迎え

た1960年代後半になって,経済の高度成長のひ

ずみに,目を向け始めた｡おりしも,1960年代

後半には,それまで政党や組織に主導されてい

た従来型の政治運動と異なる,自立した市民運

動の潮流が生まれ,ベトナムに平和を市民連合

の反戦運動や公害反対運動などの市民運動が盛

り上がった｡

滅私奉公,家族主義,上意下達,官尊民卑,

大勢順応,付和雷同といった言葉がよく物語る

日本の政治文化,政治意識,政治風土を考える

とき,市民運動は注目すべきものであった｡市

民の権利という言葉は地域に根ざした,国家と

対決する,あるいは国家にとりこまれない,自

立した運動と権利として観念に上っていたよう

であるが,しかし,市民の権利を国家は保証せ

よという言い方がなされることは常態であって,

したがって市民の権利は国家と決定的に対立す

るものとは思われていない｡この場合,市民は

国家に向き合う概念であって,国民とほぼ同義

であるように思われる｡

しかし,国民ではなく市民が使われるときは,

国家からの自立性がより明確に意識されている

ように思われる｡ この意味の市民からただちに

連想されるのは,市民的不服従の概念である｡

それは国家が国民-市民に義務として服従を命

じる事柄が正しいと認められないときに,その

命令に服従 しない権利の留保を意味するもので,
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抵抗権の現代的形態のひとつとみなすことがで

きるものである｡ しかし,市民的不服従の思想

と慣行が日本にはたして定着しているのかどう

か,必ずしも明確でないように思われる｡

そもそも,日本にはヴオランタリーな社会運

動,社会変革運動がなかったなどということは

言えない｡それが市民の運動として意識されて

行われるようになったのは最近のことであるが,

江戸時代の土-挟などは窮民の突発的な反抗で

あって革命運動のような理念も組織もなかった

が,下からの新 しい秩序形成を志向する思想と

運動は,幕末から明治初期にかけては頻繁に起

こった｡その後も反体制運動は絶えたわけでは

ないし,少数派にとどまったとしても,様々な

社会変革運動が常に存在 したと言えよう｡

前述のベ トナム反戦運動,反公害運動,また

先般の阪神淡路大震災後に展開された若者を中

心とする被災者救援ヴオランティア活動- そ

れは多くのひとから称賛された- もまた日本

人にヴオランタリーな社会活動が無縁ではない

ことを如実に証明した｡しかし,問題は危機や

変革期ではない日常のなかで,そのようなヴオ

ランタリーな運動を組織 し持続するという伝統

がいかにして形成されるかであろう｡

しかし,もっと積極的な意味として,市民と

市民社会は,国家をもある意味で越える普遍的

な概念として用いられることがある｡ 国家が解

体するとき,国民はなくなるとしても,市民は

なくならないという言い方をする場合,市民は

普遍的な民間人であり,それ自身で権利主体,

生活主体であろうとする人間の意味である｡ そ

のような意味では,市民たちの生活の場である

市民社会は国家がなくても存在 しうる｡ しかも

国家の名において侵略戦争に駆 りだされ,苦い

経験を強いられた人びとが,自らが帰属した国

家を肯定的に考えられなくなったとしても,何

ら不思議でないどころか,むしろ当然であろう｡

しかし,人間にとって帰属感情 とアイデン

ティティはきわめて重要であって,それは生活

経験によって形成されるものである｡ 人は家族

にも社団にも,地域にも,国家にもアイデン

第25号 (2002.10)

ティティを抱 くことができる｡ そのいずれに

もっとも強固な帰属感情を抱 くかは,その時々

のその個人の事情によって多様である｡とはい

うものの,いかに作為的な教育の結果であると

しても,近代においては多くの場合,多 くの人

にとって,国民国家という単位が人間の帰属感

情の主要な対象であり,単位であったことは否

定できない｡ユダヤ人知識人としてイギリスで

仕事をしたバーリンが,イスラエルに住まなく

ても,イスラエルが存在することで,ユダヤ人

は精神の安らぎを感 じるのだと語っていること

には,祖国というもののかけがえなさがよく示

されている15)｡

16世紀から現代までの500年間は近代国家の

模索と経験の時であった｡そしてこの長い期間

の経験は,国民国家の枠を越えようとする帝国

主義や超国家主義,インターナショナリズムな

どの悲惨な失敗を経て,国民国家の再評価に帰

着 しつつある｡ 良くも悪 くも,未だに国民国家

という単位が現状ではリアルな単位であって,

それにとって代 りうる単位を兄いだしうる段階

に達 したとは思われないのである｡ ただし,

ヨーロッパだけは例外である｡

神戸市民とか京都市民病院という場合の市民

というのは,神戸や京都という都市の市民の意

味であって,上の市民が国民を言い換えている

のと異なる｡

世界市民とか地球市民という言葉も存在する｡

世界市民 (Weltbiirger)の概念については,

詳細な研究があるようには思われない- マイ

ネッケの 『世界市民主義と国民国家』(1907年)

もドイツの国民国家形成の研究であって,世界

市民主義について深 く追求 したものではない

- が,世界や地球に帰属する人類の一員とし

て人間をイメージするときに,このような概念

が用いられる｡ 国家ではなく国家を越えた世界

に帰属する人間は,17世紀の宗教戦争の悲劇と

18世紀の戦乱が国家理性,国家利害の衝突の結

果であることを認識 した啓蒙思想家が追求した

15) バーリン,ジヤハンベグロー,河合秀和訳 『ある思想

史家の回想』みすず書房,1993年,130-133ページ｡
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ものでもあったが,その思想的ルーツはヒュー

マニズムに求めることができる｡ 中世のヨー

ロッパでは,ほとんどの人間は,普遍世界とし

てのキリス ト教世界,すなわちカトリック教会

という大きな単位に帰属 していたのであって,

その意味では,啓蒙思想家と中世人の意識での

つながりを兄いだすことができるかもしれない｡

つまり世界市民の思想は,すくなくともその起

源においては,ある程度は,カトリックの伝統

の産物であると見なせるかもしれない｡この関

連で想起されるのは,サン･ピェ-ル,ルソー,

カントの永遠平和の構想,世界連邦運動,国連

である｡ またオリンピックやユネスコ,あるい

は各地の姉妹都市協定や NGOには,世界市民

主義的な思想を感 じ取ることができるであろう｡

世界市民主義 (cosmopolitanism)の根底に

あるヒューマニズムは,そもそも,それがキリ

ス ト教に由来するものであれ,ギリシア哲学に

淵源するものであれ,あるいはス トアの思想の

影響を受けたものであれ,人間 (homo)である

ということに類的共同性 としての紐帯を求める

人間愛 (humanitas,humanism,humanitat)と

して,国境や人種を越えた思想であり,そのよ

うなものとしてコスモポリタニズムともなった｡

他方で,ヒューマニズムは,マキヤヴェッリ

をはじめとする近代の共和主義者によってシ

ヴイソクな形態にも結晶されて,近代の共和主

義を生み出すとともに,ピューリタン革命と名

誉革命,アメリカ独立革命と建国,フランス革

命などの思想と運動に影響を与えることによっ

て国民国家の形成にも貢献した｡

けれども,ヒューマニズムは,人間は人間に

とって天使たりうるばかりでなく,狼でもあり

うるという認識をもたなかったわけではない｡

むしろ,人間が人間にとって狼である,血で血

を争うという悲惨な経験抜きにヒューマニズム

は成立しなかった｡もっとも,ウェーバーが指

摘するように,寛容と自由主義も宗教戦争の産

物でもあった16)｡

16) ｢宗教改革の文化的影響の多 くが-改革者たちの事業

から生じた,予期されない,いや全然意図されなかっ/

7

このように,市民という言葉は,国民の別名

として使われる場合と,より普遍的な権利主体,

生活主体を意味する概念として使われる場合と,

都市の市民という意味で使われる場合とが存在

する｡

｢市民社会｣という言葉は,近代の自由で民

主主義的な民間社会をムード的に表現する言葉

である傾向がつよいようであると先に述べたけ

れども,それは最大公約数的にはそう言ってよ

いという意味であって,実際には,論者によっ

て,さまざまなニュアンスで用いられてきたよ

うに思われる｡

けれども,｢市民社会｣ という言葉は,市民

の社会,市民が形成する自由で民主的な社会の

イメージを端的に意味しうるものとして,戦後

日本においては,明らかに,好ましいニュアン

スの言葉であった｡それはたんに言葉にすぎな

かったのではなく,戦後日本の社会を新たに構

築するときの指導理念として,さまざまな現場

の人びとの価値観と行動原理に働きかけ,実際

の社会構築にあるていどの影響を与えることも

できたように思われる｡そのようなポジテイヴ

な概念として ｢市民社会｣を論じた人びとは ｢市

民社会派｣とか ｢市民社会論者｣と呼ばれた｡

しかしそれは必ずしも常に称賛の言葉ではな

く,ヨーロッパ近代を美化する者という意味で

冷笑をともなうことも多かったように思われる｡

この意味では市民社会論は近代化論17)と近いも

のと見られていたし,市民社会論者は近代主義

者とも重なっていた｡後者は経済発展を重視す

る立場にたつものとすれば,前者はそれ以上に,

自由と独立,平等な権利を重視する立場に立つ

ものという意味をもっていた｡したがって両者

はマルクス主義者でもありえた｡生産力説に立

つマルクス派は近代主義者といえよう｡ 近代民

＼た結果であり,しばしば,彼ら自身の念頭にあったもの

とは遥かにかけはなれた,あるいはむしろ正反対のもの

だった｡｣ウェーバー,大塚久雄訳 『プロテスタンティ

ズムと資本主義の精神』岩波書店,1989年,134ページ｡

17) 近代化論もいろいろあって,ロス トウ流の近代化論か

ら,鶴見俊輔 ･和子のプラグマティズム,大塚史学など

多様な潮流が近代化論と呼ばれた｡
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主主義を重視するマルクス主義者は市民社会派

でもあった18)｡

では,そのようなポジ ･ネガの両価性を担わ

された市民社会論者の代表は誰であっただろう

か｡｢内田義彦 に代表される日本の市民社会

論｣19)というとらえかたには内田の過大評価が

ある｡ 西洋の都市と市民の関係を追求した増田

四郎や 『ミケランジェロ』などの啓蒙書によっ

て自立した市民の社会変革の思想と行動にエー

ルを送った羽仁五郎の仕事,鶴見俊輔をはじめ

とする 『思想の科学』の同人たちや 『現代の理

論』に結集した研究者たちもあり,多数の研究

者がこの市民社会論にコミットしたのである｡

こういった多数の人たちが展開したから ｢市民

社会論｣はひとつの威力を発揮できたのである｡

そして多 くの場合,かれらの基礎には講座派

の批判的な日本資本主義論があった｡近代的生

産力の特質に関心をもった大塚史学の国民経済

論の基礎に山田盛太郎の日本資本主義分析が

あったことはよく知られている｡ そのような遺

産の批判的継承から,近代社会とその思想の合

理性に注目する戦中派近代主義者- 政治学に

おける丸山真男や法社会学における川島武宣な

ど- のヨーロッパ と日本の比較研究が生ま

れた｡

こうした多様な戦後社会科学の仕事が市民社

会論の成果として了解されたとみて大過ないと

思われるが,それには ｢市民社会｣という言葉

のもつふくらみが関係 していた｡市民社会とい

う用語は,資本主義社会という言葉では表現で

きないイメージを表現できる｡ 主体としての市

民を同時に表象することを可能にすることは,

市民社会の語にはできても,資本主義社会とい

18) したがって,戦後日本の市民社会派を問題にする場合

には,次のような4類型を設定することが可能であろう｡

すなわち,非マルクス主義的近代主義的市民社会派 (大

塚久雄,丸山真男,川島武宣,鶴見俊輔,福田歓-),
非マルクス主義的非近代主義的市民社会派 (増田四郎),

マルクス主義的近代主義的市民社会派 (内凹義彦,平田

清明),マルクス主義的非近代主義的市民社会派 (羽仁

五郎,林達夫,水田洋)0

19) 新村聡 『経済学の成立』御茶の水書房,1994年,359

ベ ー ン ○

う言葉には不可能である｡

近代の自由な民主主義社会としての ｢市民社

会｣のイデアは,やがてさらには社会主義社会

をも貫いて自らの存在意義を主張することにも

なった｡社会主義は近代の ｢市民社会｣をふま

えたものでなければならないという主張は,ロ

シア型の社会主義を批判 し,西欧型の社会主義

の試みを支持する多くの論者に共通であったが,

平酎青明の 『市民社会と社会主義』(1968年)20)

はそのような主張を独特のレトリックによって

主張 した代表的文献である｡ そこでの平田の事

実認識や概念の理解には疑問があることが指摘

されもしたし,そもそも ｢市民社会｣の概念自

体が暖味であったが,にもかかわらず1960年代

末以降のわが国の社会主義をめぐる議論におい

て,『市民社会と社会主義』に集約された平田

市民社会論は一定の影響力をもったと思われる｡

さらにまた今日,ソ連が解体 し,東欧社会主義

体制もまた崩れた時点からふりかえる時,平田

の仕事が再評価されるのもよくわかるように思

われる｡

しかし ｢市民社会｣の概念に強い関心を示し

た平田清明も ｢市民｣の概念については ｢自由

人｣としておさえるだけで,その概念を深 く掘

り下げる関心も,そのルーツを歴史にたどる関

心ももたなかった｡その代わり,平田はマルク

ス研究を通 して,歴史的範晴である ｢私的所

有｣と異なる歴史貫通的範噂としての ｢個体的

所有｣の概念を彫琢した｡個体的所有の概念は

かならずLも透明ではなく,分かりやすいもの

ではなかったが,資本主義的所有と社会主義的

所有をともに批判する所有概念として,自立し

た個人の充実した生を可能にする基礎としての

所有の概念として理念的意義をもっていた｡平

田にその意識があったかどうかは不明であるが,

この試みは,自然状態における汚れなき ｢自愛

心｣(amourdesoi)と社会に入ってからの堕

落 した ｢利己心｣(amourpropre)を区別する

ルソーの試みにアナロガスである｡

20) 平田清明 『経済学と歴史認識』岩波書店,1971年も重

要である｡
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1960年代の終わ り頃から,アダム ･ス ミスの

『道徳感情論』の本格的な分析 と翻訳に着手 し

た水田洋が,やがて70年代 にス ミスに自由主義

とともに民主主義の思想 を読み取ろうとするよ

うになる21)ことにも,学史 ･思想史研究の動向

の反映をみることがで きるであろう｡ しか し,

ス ミスにデモクラティツクな思想 を読み取るこ

とは可能だが,木崎が行 ったように貴族主義的

な思想 を読み取 ることも同 じように可能であ

る22)｡ここには研究者の関心の多様性が反映 し

ているのであるが,ス ミスの思想が多面的であ

ることが示 されている｡ マ ンデヴイルはブル

ジョア的思想家 として しかとらえようがないが,

ス ミスは単純 に規定で きるような思想家では

ない｡

けれども ｢市民社会｣という概念は,市民社会

論者の場合 も,多 くはマルクス (およびヘーゲ

ル)経由だったのではないかと思われる｡(ヘー

ゲルと)マルクスの ｢ビュルガ-リイッヒェ ･

ゲゼルシャフ ト (burgerlicheGesellschaft)｣
は,国家 と区別 された社会の概念であって,

｢ブルジョア社会｣ とか ｢市民社会｣ とか訳 さ

れた｡マルクスの場合, この概念は,ヘーゲル

の場合 と同 じく歴史的概念 として用いられる一

方,戦後 ようや く公表 された初期のマルクスと

エ ンゲルスの共同著作 『ドイツ･イデオロギー』

(1844年執筆)などでは生産力-協働 (zusam-

menwirken)と同義 とされることによって,磨

史貫通的概念 という膨 らみをもって しまったの

であって,そのような事情を解明 したマルクス

学の蓄積が,今述べた平田清明の ｢市民社会｣
概念 にも影響 を与えた23)｡

21) 水田洋 『自由主義の夜明け アダム･スミス伝』国土

社,1976年｡

22) 木崎喜代治 ｢スミスとルソー- 人間像析出の試み｣
『季刊社会思想』第 3巻第 1号,1973年4月所収,同
｢スミスにおける有徳の人について- ルソーとの対比

において- ｣(経済学史学会編 『｢国富論｣の成立』岩
波書店,1976年8月所収)0

23) 大谷津はリーデルの ｢ビュルガリッへェ･ゲゼルシャ

フト｣の概念を紹介し,わが国の ｢市民社会論｣が
clVltaSとsocletaSCivllisを等置するアリストテレス的

伝統ではなく,両者を区別する19世紀初頭のドイツのノ

9

しか し,｢市民社会｣を近代社会の意味であ

るという具合に,民主主義的というニュアンス

を取 り去って用いる場合 もある｡ その場合,

｢市民社会｣は資本主義社会 と同義 になる｡ 近

代社会を商業社会 という言葉で表現する場合 も

ある｡ また市民社会で民間社会,経済社会を意

味する場合 も多い｡

また ｢市民社会｣を近代社会 とは限らず,古

代 にも ｢市民社会｣の概念を用いることもある｡

その根拠はアリス トテレスの国家 (政治共同体

koinoniapolitike)が,societascivilisとラテ

ン語訳 されたことに求められる｡ 成瀬治によれ

ば,アリス トテレスの最初の訳者は communi-

tascivilis,communicatiocivilisを用いたが,

トマスエアクイナスはそれ と並 んで societas

politica,societaspublica,societascivilisも

用いた｡この societascivilisがその後,15,6

世紀の人文主義者をつうじて一般的に用いられ

るようになるが, レオナル ド･ブルー二による

『政治学』の翻訳が とりわけ重要であった24)｡

古典市民社会 という言葉を使 う場合,近代の

市民社会 と区別 しているとしても,｢市民社会｣

の古代的形態 ということであって,近代市民に

対応するのが古代市民ということになる｡ 古典

市民社会 という言葉を歴史家が用いる場合,そ

れは古代ギリシア,ローマのポリスを指 してい

る｡ 古代市民はポリスの政治 と軍事に参加する

自由人を意味 した｡古代の市民社会は, とりわ

け軍事的 ･政治的単位であ り,第-に政治社会

であった｡それに対 して近代の市民社会は軍事

的 ･政治的単位であるだけでなく,利益共同体

としての経済的単位でもある｡ 古典市民社会は

経済的単位ではなかった｡古代の経済的単位は

オイコス (oikos,家共同体,家経済)であっ

た｡それに対 して近代の経済単位はもはやオイ

＼伝統と問題設定が近いことを指摘している｡ただし,大
谷津はclVilを常に｢市民｣と訳すことに何らの疑問も
もっていないようであるO大谷津晴夫 ｢旧ヨーロッパの

｢市民社会｣理論と近代自然法の ｢市民社会｣理論｣
『上智経済論集』第25巻第 3号,1979年3月｡

24) 成瀬治 『近代市民社会の成立- 社会思想史的考察』

東京大学出版会,1984年,24ページ｡
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コスではなく,さまざまな経済主体であり,そ

の総体としてのポリティカル ･エコノミー-国

氏 (国家単位の)経済である｡ 経済の中心実体

は,もはや,いわばオイコスの近代的対応物で

ある領地 (estate)の農業経営ではなく,さま

ざまな経済主体を擁する国民経済であり,国内

市場向けの農工商の産業資本,さらには世界に

開かれた商業資本であって,それに対 して国家

を越えてどこまでも広がろうとする資本主義の

運動を国家が統制 し,国家理性-国家利益のも

とにそれを包摂することが目指された｡

しかし,civilsocietyを便宜上 ｢市民社会｣

と訳すとしても,近代の ｢市民社会｣の概念も,

一義的ではない｡ロックに即 してその概念を再

構成する場合 とヒュ-ムやスミス,あるいは

ファーガスンに即 して再構成する場合とでは,

｢市民社会｣の概念内容はかなり食い違う｡ス

ミスとミルとでも必ずしも一致しない｡ステユ

アー トの 『経済の原理』を研究したヘーゲルは

｢市民社会｣を ｢欲望の体系｣として把握 した

が,その概念の内容はスミスよりマンデヴイル

に近いように思われる｡ヘーゲルの影響もうけ

つつスミス,リカー ドなどから労働価値説を継

承 して,それに洗練を加え,｢市民社会｣の解

剖学としての経済学を構築した後期マルクスに

とって ｢市民社会｣(biirgerlichGesellschaft)

は,結局は,ブルジョア社会,資本主義社会と

同じものであった｡ したがって,市民社会が社

会主義にも貫徹するという平田の解釈はマルク

スの忠実な解釈ではなかった｡

名著 『理論と実践』(1963年)25)に示されてい

るように,近代思想史にも精通したハーバーマ

スは現代の思想家として,独自の ｢市民的公共

性｣,｢討議的社会｣の概念を構想 している｡

ハーバーマスのこのような構想には,ナチズム

を経験 した ドイツの思想家として, ドイツの負

の遺産を克服することが念頭におかれているこ

とは言うまでもない｡ハーバーマスは徳の概念

を問題にしていないけれども,その戦略は本質

25) ハーバーマス,細谷貞雄訳 『社会哲学論集 Ⅰ,Ⅱ』未

来社,1969-1970年｡
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的に ｢市民社会と徳｣という問題圏に大いに関

連 しているように思われる｡ それは,方向は違

うが,ハ ンナ ･ア-レン ト (HannahArendt,

1906-1975)もまた無関心ではなかった問題圏

ではないだろうか｡山之内靖が注目したウェー

バーにおけるニーチェ問題というのは,シヴイソ

クな徳の問題に関わると思われるが,どうだろ

うか26)｡

ⅠⅠI civilsoeietyは ｢市民社会｣か

- ロックの場合

戦後民主主義の偶像ともなったジョン･ロッ

クは,戦後の日本では市民社会思想家の典型

と理解 された｡ しか し,ロックの場合,civil

societyを ｢市民社会｣と翻訳することに問題

がないわけではない｡というのは,それは,コ

ミュニティー (共同体)とも言われているが,

ホップズと同じくキヴイタス (civitas),政治

体 (bodypolitic)の別名であ り,明らかに,

政治社会なのである｡これは用語法においてア

リス トテレスの踏襲である｡ しかし,ロックは

もはやアリス トテレスのような都市国家を念頭

においてその政治理論を構築したのではないと

思われる｡ 同じ言葉によってイメージされてい

た政治社会の内実はアリス トテレスとロックと

では同じではなく,ずいぶん異なっていたと思

われる｡ なるほど,ロックにおいては社会の概

念と国家の概念の明確な区別はまだなく,両者

は一体 と理解されている｡ しか し,それに代

わって,ホップズと同じく,ロックにも自然状

態の概念がある｡ 自然状態と社会状態-政治体

の二分法が基本的である｡ 他方ロックは,不十

分ながら,家族共同体が拡大するにつれて次第

に分化 して行って小社会が形成されるという歴

史的プロセスを論 じてもいた｡ したがって,

ロックは多様な社会の概念を把握 し始めていた

ということができるであろう｡にもかかわらず,

ロックは社会の多様性を重視せずに,あらゆる

政治社会に普遍的に妥当する論理- 被治者の

26) 山之内靖 『ニーチェとウェーバー』未来社,1993年,

同 『マックス ･ヴェ-バー入門』岩波書店,1997年｡



｢市民社会と徳｣序説

同意による統治組織の形成論- の構築に全力

を挙げた27)｡

いずれにせよ,ロックの civilsocietyを ｢市

民社会｣と邦訳することには問題があるとも言

える｡しかし,ロックの政治社会は,自立した

個人- 各人であって市民ではない- が自ら

の生命と所有を安全に確保するために,主体的

に,相互契約によって形成する作為の産物で

あって,その社会の民主的形成原理と,その主

体性に注目するとき,civilsocietyが ｢市民社

会｣と邦訳されてきたことには理由がある｡ 確

かに,石川武が指摘するように,civilsociety

は要するにポリス-キヴイタスのことであり,

国家である｡ 他方,civilgovernmentは ｢市民

政府｣という不可解なものではなく統治機構の

ことであり,国家組織のことであるという石川

の理解は正確である｡ また civillaw を ｢市民

法｣と訳すとわけの分からないことになるので

あって,それは国家の法のことであるという石

川の指摘も適切である28)｡

ついでながら,ホップズの 『リヴァイアサン』
の場合もcivillaw は ｢国家の法｣,｢国法｣を

意味するが,邦訳は ｢市民法｣を採用している｡

『リヴァイアサン』第26章はシヴイル ･ローを

扱っている｡ ホップズは,｢市民法というとき,

私が理解するのは,人びとが,あれこれの個別

的なコモンーウェルスのではなく,なんであれ

ひとつのコモン-ウェルスの成員であるがゆえ

に,それをまもるように拘束されるところの,

諸法である｣29)と述べることから論 じはじめて,

市民法を次のように定義 している｡ 市民法は,

｢臣民各人に対する規則であって,その規則と

は,コモンーウェルスが,語や書面やその他の

十分な意志のしるLによって,かれに命令した

27) 16世紀から17世紀初頭にかけての CIVilSocietyの語

義については,塚田富治 ｢初期 ｢市民社会｣考｣(『一橋

論叢』第116巻第 3号,1996年9月所収)が参考になる｡

28) 石川武 ｢いわゆる 『市民政府論』(ロック)に関する

覚書 (-)｣『北大法学論集』第36巻第 1･2号,1986年

所収｡

29) ホップズ,水田洋訳 『リヴァイアサン』(2),岩波書

店,163ページ｡

ll

ものであり,それは正邪の区別,すなわち何が

その規則に反し,何が反しないかの区別に,刺

用するためのものである｡｣30)したがって,シ

ヴイル ･ローは,｢市民法｣ と訳されているけ

れども,ここではあきらかに国民の義務を定め

た国法のことである｡ しかしながら,市民-国

民であることを常に意識 していれば ｢市民法｣

で問題はない｡こうした訳語問題が発生するの

は,国家はギ リシアではポ リス (polュs)で

あったのに,ローマではキヴイタス (civitas)

だったからである｡ しかも日本ではポリスを都

市国家と呼ぶ慣わしであったために,都市の市

民と国家の国民の区別があいまいになったので

ある｡

しかし,では石川のいうように ｢国家｣と訳

せば問題がなくなるであろうか｡たとえば,

｢絶対王政は civilsocietyではない｣ という

ロックの文章を,絶対王政は国家ではない,と

翻訳 してよいであろうか｡絶対王政といえども,

君主政体の国家といえども,国家である｡ 家産

制国家は国民国家でないということなら言える｡

おそらくロックの言いたいことは,国家機構が

国民の信託によって承認 された国家だけが,

｢シヴイル ･ソサイァティー｣なのだというこ

とだろう｡ そうだとすれば,civilsocietyは

ローマ人のいうキヴイタスであるというロック

の説明にもかかわらず,イメージされているの

は単なる国家ではなく,国民国家 (nationstate)

に近いものだと理解するのが正 しいであろう｡

しかし,国民国家と言い切るにはためらいが残

る｡ というのは,国民の概念がロックにおいて

は十分自覚的に把握されているようには思えな

いからである｡

このように考えてくると,ロックの civilsoci-

ety,civilgovernmentを ｢市民社会｣,｢市民政

府｣と邦訳することは完全な間違いとも言い難

いことになる｡ 少なくともロックの場合は,

｢市民社会｣の概念を訳語として用いることは,

石川の言うようにほとんど誤訳だと言ってよい

30) 水田洋訳 『リヴァイアサ ン』(2),岩波書店,164

ベ ー ン○



12 調査と研究 第25号 (2002.10)

けれども,ポジテイヴな意味も存在する｡

ロックは ｢国民国家｣の形成 を論 じるにあ

たって,主体の能力を問題にしなかったわけで

はない- ロックの場合,神の被造物としての

人間は神の法である自然法を理解できなければ

ならないのであって,理性が重視されていると

いえよう- けれども,ハリントンのように徳

の概念に訴えなかった｡共和主義者であるハリ

ントンは徳中心の政治理論を展開したことは今

ではよく知られているが,ハリントンの同時代

人であり,ハリントンが最大の論敵とみなして

いたホップズは,徳の概念を力の概念に解消し

た｡それは機械論的モデルを自然にも人間,社

会にも首尾一貫 して適用 しようとした必然的帰

結であるといえよう｡ ロックがつかえたアンソ

ー ･アシュリー ･クーパー,後の初代シヤー

フツベリ伯爵は,共和主義者であり,ウイッグ

党の形成者として,徳中心のパラダイムと無縁

であったとは思われないし,ロックが教えた第

三代シヤーフツベリは徳の概念に重要な役割を

与えた著作を残すにもかかわらず,そうである｡

第三代シヤーフツベリの影響をつよくうけた

ハチスンにとっては,徳の概念はきわめて重要

であったが,スコットランドの長老派の牧師で

あるとともに,グラスゴウ大学の道徳哲学教授

でもあったハチスンの徳の概念は複雑であるよ

うに思われる｡ すなわち,ハチスンの道徳哲学

の中心的パラダイムはプ-フェンドルフ的自然

法学であるから,徳の概念の中心にあるのも自

然法学の徳の概念であることは確かだとしても,

さまざまな思想の伝統の合流地点に期せず して

立ったハチスンの徳の概念は,ヘレニス トでイ

ングランドの共和主義者の影響圏で形成された

シヤーフツベリの徳の概念と対比 して,ダブリ

ンの共和主義者モールスワースの影響も考えら

れるとともに,またカルヴァン派,長老派 (ノッ

クス,ブキヤナン)などキリス ト教の徳の概念

を痕跡として刻んだものであった｡ しかもハチ

スンは社会契約論者であって,ロック流の政治

社会形成論を説いている｡ その意味において,

また社会の歴史的発展論が末だ弱い点において,

スコットランド啓蒙の父であるハチスンは,過

渡期の思想家であったと言えよう31)｡

IV civilsocietyか ら civilizedsocietyへ

ヒュ-ム,スミス,ファーガスンの場合は,

政治社会の形成論としての社会契約説が退けら

れ,代わって,社会は生活様式の漸次的発展に

よって未開社会から文明社会-,小社会から大

社会へ,採取狩猟生活から商業生活へと発展す

るという歴史的形成論が展開される｡ アダム ･

スミスに代表されるスコットランドの啓蒙思想

家にとっては ｢市民社会｣の語はキー ･ワー ド

ではない｡にもかかわらず,大河内一男,高島

善哉,内田義彦たちが育んだ ｢市民社会｣論は,

とりわけスミス研究から ｢市民社会｣の概念と

イメージを形成 したように思われるし,それは

一見,奇妙である｡civilsocietyを市民社会と

訳すことが正 しい- ある程度は正 しい- と

しても,アダム ･ス ミスは civilsocietyとい

う言葉をほとんど用いていないのである｡ 今で

はよく知 られているように,ス ミスは civil

societyではなくむしろ civilizedsocietyを好

んで用いた｡スミスは諸国民の富の性質と起源

を問題にする著作を書いた｡その場合,諸国民

Nationsとは,スミスにとって様々な経済的 ･

文化的な発展段階にある民族集団,地域住民の

ことであって,それぞれ政治的組織についても

様々な発展段階にあるものとして,スミスの視

野には捉えられていた｡社会は primitive,sav-

age,barbarous,rude,agrarian,refined,com-

mercial,civilizedなどの形容詞をつけて把握

されるべきものとなった｡スミスは社会の概念

として社会契約説 によって一般化 していた

31) ハチスンの諸側面に留意している研究として,以下を

参照｡RobblnS,C,"WhenitisthatColoniesmaytum

lndependent:An AnalysisoftheEnvironmentand

PolltlCSOfFrancisHutcheson,1669-1746"inWilliam

andMaryQuarterly,xi,laterlnAbsoluteI,iberty:ASelec-

t10nfromtheArticlesandPapersofCarolineRobblnS,ed

byB Taft､ArchonBooks,1982 Miller.ThomasP.,
"FrancュsHutchesonandtheCivicHumanistTradl-

tlOn"1nTheGlaLqOW Enlightenment,eds.byA Hook

andR Sher,TuckwellPress,1995.
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CivilSocietyに依拠することをやめたのである｡

スミスが眼前にしていた最先端の社会的現実

は,もはやアリス トテレス以来の伝統的概念に

よっては,したがって自然法思想によっても,把

握できないものであったと思われる｡ (Incivi-

1izedsocietyhestandsatalltimesinneedof

thecooperationandassistanceofgreatmulti-

tudes,whilehiswholelifeisscarcesufficient

togainthefriendshipofafewpersons.32)) し

たがって,日本の ｢市民社会｣論者がスミスの

理論を念頭に起きつつ ｢市民社会｣をイメージ

したとすれば,それは字句に忠実であったので

はなく,分業が広 く行われ,商業が栄え,人び

とが富裕に暮らしている文明社会としてのスミ

スの近代社会像に即 してイメージしていたのだ

ということになる｡ レファレンスは用語にでは

なくテクス ト (言説)が語 りだし浮かび上がら

せる社会像にあったのである｡分業が行われて

いるとしても,人びとの関係は支配 一従属の関

係ではなく,相互の自由な交渉が可能な関係で

あり,自己労働によって豊かに暮らしている,

ある程度は平等で自由な社会というイメージが

｢市民社会｣の用語に付与されたように思われ

るのである｡

だから,｢市民社会｣論は誤訳の産物である

というのも一理あるし,(政治)言説史の手法か

らは否定的に評価されるのが必然的帰結である

ようにも思われるが,より本質的には,このよ

うなスミスに即 して展開された ｢市民社会｣論

は,十分に根拠のある日本の独自なアプローチ

であり,近代社会の特徴をそれなりに掴み出し

た成果でもあった ｡ 封建社会に比べて,より自

由,平等,豊かな近代の社会を表現する言葉と

して ｢市民社会｣という言葉を用いることには,

実質的な適切さがあったと思われるのである｡

近代社会,商業社会,資本主義社会,ブル

ジョア社会といった概念 と比較して,そのよう

な内実を表現する言葉 として ｢市民社会｣が

劣っているとは思われない｡しかし,ひとつの

32) smlth,A,TheWealthofNatwns,Glasgow ed,Ox-

fordU.P.,Vol1p.26.
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問題はこうして練 り上げられた日本生まれの

｢市民社会｣の概念を翻訳することの困難にあ

る｡ それを civilsocietyと表現すれば,英米

の研究者はただちに ｢政治社会｣ないし ｢国

家｣のことだと理解するからである｡ 福田歓-

とその学派はかねてからcivilsocietyは poli-

ticalsocietyのことであると,明言 してきた｡

そのことには日本の ｢市民社会論｣への批判が

秘められているが,問題はさほど単純ではな

い33)｡もうひとつの問題は,平酎青明の努力に

もかかわらず,｢市民社会｣と社会主義の関係

があいまいだった点である｡

さらにまた,｢市民社会｣という言葉がそれ

自体 として意味するものと,アダム ･スミスの

社会像との間のギャップはつねに存在するし,

したがって ｢市民社会｣論には暖昧さがつきま

とうことにもなる｡ そのあいまいさは,｢市民

社会｣思想家としてのロックにも言及されるこ

とによって増幅される｡実際,戦後日本におい

ては代表的な ｢市民社会｣思想家はロックとス

ミスであるとされてきた｡

高島善哉の 『アダム･スミスの市民社会体

系』(初版,1924年)はいうまでもなくスミス

研究であるが,松下圭一の 『市民政治理論の形

成』(1959年)はロック研究である｡ 田中正司

の 『市民社会理論の生誕』(1973年)はロック

研究であ り,同じ著者の 『市民社会理論 と現

代』(1994年)はホップズ ･ロックを中心 とす

る17世紀の自然法思想からアダム ･ス ミスを

キー ･パースンとしてとらえたスコットランド

啓蒙までの啓蒙時代の大ブリテン思想史研究で

ある｡この田中の書物のように17,18世紀の大

ブリテン思想史を ｢市民社会｣思想史と把握す

ることは,日本では通例のことである｡ そして

すでに論 じた平田清明の 『市民社会と社会主

義』は,いわば ｢市民社会｣思想家としてのマ

ルクスの思想を復権する試みであった｡ した

がって平田マルクス論はスミス的モーメントを

33) 福田歓- ｢日本における政治学史研究｣(有賀弘 ･

佐々木毅編 『民主主義思想の源流』東京大学出版会,
1986年所収)0
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強調する歪曲されたマルクス論だという批評も

成立することになった｡ こうしてホップズから

マルクスまでは ｢市民社会｣思想家として論じ

られてきたのである｡

マキヤヴェッリから現代のマルクス主義まで

を対象に精力的な仕事をしてきた水田洋の名古

屋大学退官記念論文集が 『市民社会の思想』
(1983年)と題 されているのは,市民社会の思

想を ｢わが国で最 も広 くかつ深く研究して来｣

たのが,水田洋だからである,と弟子の編集委

員が書いている｡

前述の優れた概説である ｢市民社会観｣にお

いて田中正司は書いている｡｢市民社会 (civil

society,burgerlicheGesellschaft)とは,私有

財産所有者としての自由な諸個人が相互に社会

的に交通し合うところに成立する社会であり,

自由 ･平等の市民的社会関係を基本とする社会

である｡｣34)このような概念的定義のもとに,田

中は17世紀のホップズ ･ロック,プ-フェンド

ルフの ｢政治社会としての市民社会論｣から,

18世紀のヒュ-ム,スミスの ｢文明社会として

の市民社会論｣,そ してルソー,ヘーゲル,マ

ルクスの ｢疎外状態としての市民社会批判｣を,

統一的な理論的視野のもとに把握 している｡そ

の手法はロック,スミス,マルクスなどから抽

象された理念型としての ｢市民社会｣の概念を

まず構築 し,それを手段としてそれとの比較で

それぞれの思想家の具体的な ｢市民社会｣論の

特徴を検出し,意義と限界を指摘するというも

のであって,これはこれとしてひとつの有力な

解釈となっている｡ その整理はまことに見事で

あるが,あまりによく整理され統一的に説明さ

れすぎていることが,概念史の実情に即してい

ないのではないかという疑問をうまざるをえな

い｡おそらく田中の ｢市民社会｣概念の説明は,

概念史の実情に即 した説明であることを越えた,

独自の徹底 した理論的説明であり,理念型であ

るといったほうが適切であるように思われる｡

田中によれば,｢市民社会｣とは最広義には

34) 田中正司 ｢市民社会観｣(田村秀夫 ･田中浩編 『社会

思想史事典』中央大学出版部,1982年)61ページ｡
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マルクス ･エンゲルスの言うように社会構成員

相互の協同労働の場を意味する歴史貫通的概念

であ り,｢歴史の真のカマ ド｣を意味する｡ 他

方,歴史的概念としての ｢近代市民社会｣の概

念は歴史のカマ ドとしての ｢市民社会｣の分

業 ･交換関係が最高度に発展した結果,私有物

の交換なしには自らの経済的欲求を充足できな

くなった社会を意味する｡17,18世紀の人間に

とっては,市民社会は商業文明社会であったが,

そのような ｢市民社会｣が可能になるためには,

所有の交換-交通の秩序を確立する政治権力-

市民政府が前提となる｡ したがって,ロックな

どの自然法思想家は ｢市民社会｣を ｢政治社

会｣としてとらえるのである｡

このような田中の理解はわが国のほぼ通説で

あり,平田の市民社会論にも近似的である｡ こ

のような理論的な統一的理解が有意義な理解で

あることを否定するつもりはないけれども,こ

こではもう少し,概念を個別的に分析する言説

史的な道をとりたい｡そのほうが問題と問題点

をより明確にし,生産的になるように思われる

からである｡

田中も含めて,｢市民社会｣の概念は広い包

括的な概念として用いられることから,ただち

にあいまいさは発生する｡田中の整理はあいま

いさを取 り除こうとする試みとして成功 してい

るように思われるが,しかしあいまいさがない

わけではない｡けれども,田中の場合の問題は,

実質的に理念型の構築であるのに,｢市民社会｣

概念を実体化 しているかに見えることにあるよ

うに思われる｡

またスミスに戻ってそのあいまいさを考える

なら,スミスにとって ｢市民｣も ｢市民社会｣

もあまり重要な概念でなかったという事実に関

連する｡ すなわち,｢市民｣の概念は自然法思

想のキー ･ワー ドでもあったが,その自然法思

想を継承 したスコットランド啓蒙は市民の概念

をキー ･ワードとして継承しなかった｡自然法

の ｢市民｣概念は法的概念であって,スコット

ランド啓蒙のパラダイム的な学問としての道徳

哲学と経済学にとって法的な ｢市民｣の概念は
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必ずしも必要でなかったからである｡ もちろん,

アダム･スミスの法学講義には ｢市民権｣(citi-

zenship)と ｢市民｣(citizen)についての議論

がある｡ しかしそれは ｢種々の国々の法律｣が

どのように ｢市民権｣ (rightofcitizenship)

を規定し運用 しているかについての,過去と現

在の事例の分析であり紹介にすぎないのであっ

て,政治社会形成論と市民の関係というコンテ

クス トのものではない｡

スコットランドの啓蒙知識人は一般に,civil

societyより ｢文明社会｣(civilizedsociety)

の語を好んで用いた｡ハチスンを別とすれば,

かれらにあっては,市民の主体的な契約の役割

は政治社会の形成にはもはや兄いだされない｡

法学の著作以外では ｢市民｣citizenという語

もほとんど用いられない｡けれども,市民と市

民に関連する概念が完全に消滅するわけではな

い｡自然法思想の影響のもとで,ハチスンや

ヒュ-ムは ｢市民的自由｣(civilliberty)を論

じた｡市民的自由とは政治的自由であり,隷従

からの自立であり,独立 した政治的主体として

の権利である｡したがって,ここには共和主義

的な政治思想が浸透 していると見ることができ

るであろう｡

ヒュ-ム,スミス,ミラーにおいては,国家

の役割は公共の利益の保存に求められており,

したがって,統治者が共同の利益を侵害すると

き,統治者に対する抵抗権が国民-人々に認め

られている｡ それは社会契約論の論理に依拠し

ているのではない｡公共の利益の確保とは,自

由,独立,平和,正義等であり,それらのよき

ものは,公共の場そのものに内在するものとし

て,コモンウェルスの属性として,理解されて

いるように思われる｡ スコットランド啓蒙はそ

の限り,ホップズ,ロックの社会契約説を退け,

アリストテレスのゾーン ･ポリテイコン観を継

承 したのである｡

スコットランド啓蒙において,社会の発展と

ともに人間の能力もまた開発されていき,人間

らしい感情 も次第に育まれてい くという認識

- 人間のモラル ･ファカルティーが歴史的に
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発展するという認識- が登場 した｡この認識

の先に,オーウェンの ｢性格形成論｣とミルの

｢エソロジー｣が成立するであろう｡とりわけ,

ヒュ-ムがクローズ ･アップし,アダム ･スミ

スが入念に仕上げた ｢共感 (同感)｣と ｢洗練｣
の概念は,ポーコックとフィリップスンが注目

したように35),- すなわち卓越から慣習 ･生

活様式へというように- 徳の概念に大きな転

回をもたらすものであった｡

ス ミス,ケイムズ,ダルリンプルを含めて

1750年代以後スコットランドの啓蒙知識人は,

生活様式の4段階論- 採取狩猟,遊牧,農

柿,商業 を説いた36)｡それはモンテス

キューにもヒュ-ムにもまだ十全な形では見ら

れないもので,スコットランド啓蒙とチュルゴ

以後のフランス啓蒙の新機軸とみなせるもので

ある｡ その段階論を導きの星として,また作業

仮説として駆使することによって推測的歴史を

構想 しつつ,スコットランドの啓蒙思想家は,

チュルゴ以後のフランスの啓蒙思想家にもまし

て,前世紀の自然法学者には不可能であった,

社会と人間のより精微な分析を行うことができ

るようになった｡自然状態と社会状態を対比 し

て考察する自然法論 (社会契約説はその系論)

の二分法にかわって,未開と文明の対照と社会

の四段階比較が導入されたのであるが,これが

社会理論にとっていかに大きなパラダイム転換

であったか,ということは今では広 く認識され

ているであろう｡

市民社会の概念を用いようと,文明社会の概

念を用いようと,もはや社会は抽象的な,時間

を超えた,普遍的概念によってイメージされる

35) JG.A.Pocock,Virtue,CommerceandHistory,1983,
CambridgeU.P.ch2 (拙訳 『徳 ･商業 ･歴史』みす

ず 書 房, 1993年)0 N T Phillipson,"Cultureand

Societyinthe18thCenttlryProvince:TheCaseof

EdinburghandtheScottishEnlightenment"in Uni-

versityinSociety,Vol,II:Europe,Scotland,andtheUnited

Statesfromthe16thtothe20thCentury,edbyL Stone,

PrlnCetOn,1975

36) 新しい歴史的な社会の認識様式としてのこの4段階論

については,L Meek,TheSocialSciencesandtheIgnoble

Savage,CambrldgeU P.,1978を参照されたい｡
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のではなく,より具体的な人間集団の,その発

展段階に対応 した独特の文化と生活をともなっ

た営みの場として,類型的にイメージされ分析

されるようになる｡ このような歴史主義37)の視

野からは ｢市民社会と徳｣という問題設定は迂

遠なものとなるであろう｡ にもかかわらず,こ

のような歴史主義的見地に到達 したスミスも

ファーガスンも徳の概念を退けなかったが,そ

れはかれらが道徳哲学者として,人間主体の問

題を扱ったというその守備範囲の広さにかかわ

るであろう｡

他方,前述のように,スコットランド啓蒙は

全般的傾向として,徳の概念に相応の注目をし

たとしても,｢市民｣の概念にはあまり関心を

抱かなかった｡ブリテン思想史において ｢市

民｣の概念に深い関心を示した思想の伝統は,

自然法思想,自然権思想の伝統にもまして共和

主義の伝統である｡ 共和主義の伝統における市

民の概念は徳の概念 と一体であった｡そのよう

なものとして,政治的腐敗,専制政治を退けた

共和主義にとっては,市民革命と市民的自由は,

つねにコロラリーであった｡

スコットランド啓蒙においては,｢市民的自

由｣と ｢市民革命｣についての議論は,あまり

37) ここであえて歴史主義という表現を用いることには,

マイネッケの歴史主義研究を再評価する思いも託されて

いる｡19世紀 ドイツにおいて本格的に成立する歴史主義

の先駆を求めて,スコットランドの啓蒙史学へも視野を

広げたマイネッケは,文明社会史の語を用いなかったと

しても,実質鈎に,スコットランドの歴史叙述が,文明

社会史の内実をもった歴史主義であることを,明らかに

していた｡千代田謙の孤高の 『啓蒙史学の成立』の種本

がマイネッケの 『歴史主義の成立』であったことは,一

目すれば,明らかである｡筆者は 『社会の学問の革新』
(ナカニシャ書店,2002年)の ｢はしがき｣で ｢わが国

の学界に,市民社会論ではなく,文明社会論という枠組

みを教えたのは,マイネッケの 『歴史主義の成立』を別

とすれば,佐々木武の長編であった｣といういささかミ

スリーディングな文章を記したが,その趣旨は,以上の

ようなことである｡その遺産を一歩洗練したのがパスカ

ルであり,その ｢スコットランド歴史学派｣の概念で

あった｡パスカルを継承 したのはフォーブズであ り,

ミ-ク,ポーコックがそれに続いた｡パスカルは意図せ

ざる結果の論理に注目し,フォーブズは ｢目的の異種性

の論理｣を明示 してマイネッケの意義を再評価した｡ス

コットランド啓蒙の歴史認識の基礎にある歴史理論を生

活様式の4段階説として明確化したのはミ-クであった｡
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有力なものではなかったことは否定できない｡

スコットランド啓蒙における共和主義の伝統は,

明らかに主流ではなかった｡

Ⅴ｢市民革命｣と ｢市民的自由｣の概念

｢市民革命｣の概念は,｢市民社会｣の概念

ほど問題はないように思われるし,広 く定着 し

ている｡ 事実として,イギリス革命,アメリカ

独立革命,フランス革命などの総称としての市

民革命は,ブルジョア階級としての市民階級を

主体とする革命であり,市民階級の利害の表現

であった｡この場合の市民階級というのは,都

市の有産市民としての- 上流の地主 ･貴族で

もなければ,下層の労働者 ･労働貧民でもない

- ブルジョア階級と言い換えることができる｡

しかし,いずれの市民革命も人権宣言,すな

わち,人間としての尊厳においてすべての人が

平等に権利を保証されなければならないという

主張を伴っている｡ 革命の主体,担い手は主と

して新興のブルジョア階級であるとしても,辛

命の目標は階級を超えたすべての人間,市民の

権利の獲得に置かれた｡人権論というものは本

来そういう無差別のものである｡ したがって,

典型的なブルジョア革命とされてきたフランス

革命も,｢人と市民の権利｣宣言によって自然人

と市民-公民-国民の権利の主張を行ったよう

に,本来は決 してブルジョア (ブルジョワ)階

級の閉鎖的な革命だったわけではないのである｡

しかし,フランス語の ｢シトワイヤン｣とい

う言葉は,市民と訳して問題がないわけではな

い｡市民とは階級を問わない国民,すなわち国

家 (シテ)の構成員のことなのだから,｢市民

革命｣の概念も必ずしも単純ではなく,問題が

あることが,ただちに推定されるであろう｡ 語

源をさかのぼると,ラテン語の国家 civitasキ

ヴイタスにたどり着 く｡ 市民法 civillaw も元

来はキヴイタスの法を意味した｡こうした言語

慣習は17世紀の自然法論者にはなじみのもので

あった｡それが変形を受けるのは18世紀以降の

社会の大 きな変容一 資本主義によるダイナ

ミックな文明社会の誕生- によってであ
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る38)｡

けれども,すでに述べたように,イギリスに

おいてもフランスにおいても,またアメリカに

おいても革命の中心主体は,ほぼいわゆるブル

ジョア階級だったことは否定できないであろう｡

また革命後成立 した社会においても,だいたい

のところブルジョア階級が社会の中心主体 と

なったという意味でも,ブルジョア革命として

の市民革命ということができる｡ この場合の市

民とは中間階級としてのブルジョア階級という

ことになる｡ ただし,イギリスの場合は,社会

の中心主体はブルジョアとなったということが

できるとしても,統治階級として政治の実権を

握ったのは相変わらず名望家層としての貴族と

ジェントリー (地主階級)であったという特徴

が存在した｡

ピューリタン革命の時期から19世紀末に至る

まで,イギリスの土地貴族がいかにして統治階

級として生き延びたかを考察した水谷三公39)は,

このような認識を基礎に市民革命説を否定 して

いる｡ すなわち,水谷は,いわゆるイギリス革

命は,市民革命やブルジョア革命政府とよべる

内実はなにもなかったし,社会構造の変革とよ

べるような変革もなかったから市民革命ではな

かったと理解する｡水谷は最近のス トーンをは

じめとするイングランドの実証史学の成果に依

拠しつつ, トーニーやヒル以来の ｢イギリス革

命論｣のパラダイムを一掃する｡ 水谷は市民階

級が商業社会の実権を握ったということ- 下

からの産業資本の形成- を否定して地主貴族

のブルジョア化を強調するのである｡いわゆる

イギリス革命になんらの積極的意義を認めない

水谷のこの実にシニカルな史観は,ロック以来

の啓蒙哲学者のテクス トをどう理解するのだろ

38) ホップズやロックが自然状態 という概念で萌芽的な社

会,社会的事物の誕生を理解 していたとすれば,マンデ

ヴイルは,多種多様な欲望追求行為に即 して, 日常の生

活空間として社会を取 り出すことに成功する｡社会とは

個人が欲望を追求する空間,すなわち禁欲主義的伝統か

らすれば他ならず悪徳を追求する世界となった｡

39) 水谷三公 『英国貴族 と近代 持続する統治1640-1880』

東京大学出版会,1987年｡
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うか｡

実は,水谷はロックの 『統治二論』を取 り上

げている｡ 水谷は ｢『二論』にみられる主張を

その混乱 ･不徹底と一体をなすものと考え,そ

れを同時代の ｢見解を醸す気候｣の基本的特性

であるシニシズムのなかで理解 しよう｣40)と試

みる｡ 失敗に終わったピューリタン革命の後,

王政復古から排斥法危機,そして名誉革命の時

代に知識人をとらえた思想的空気を水谷はシニ

シズムと名づける｡ そしてロックもまた時代の

基本的特性であるシニシズムにとらえられてい

たというのである｡ はたして,われわれはロッ

クの 『統治二論』にシニシズムを読み取ることが

できるであろうか｡水谷の問題提起は貴重であ

るが,過度な思い込みの産物のように思われる｡

ⅤⅠ 市民的 ｢徳｣の概念

冒頭でふれたように,市民社会 (国家または

社会)を論じて徳を問題にした思想家は多い｡

その代表はアリス トテレス,マキヤヴェッリ,

ハリントン,モンテスキュー,ルソーなどであ

り,スミスも弱い意味ではそうであった｡｢市

民社会と徳｣で問題となる徳は,アレントの指

摘をまつまでもなく,思想家各人によってニュ

アンスがあることはいうまでもない｡けれども,

おおよそ共通の傾向としてこれらの思想家にお

いては,公共社会で問題になる徳は,もとより

キリス ト教的な徳であるより,世俗的な徳であ

り,世俗的な公共精神であったといってよい｡

そして ｢市民社会と徳｣という,この問題設定

は自由主義のものではなく,とりわけ共和主義

のものである｡

さまざまな共同体は,その共同体を維持する

ために成員に徳を要求するであろうが,その徳

は共同体の性質によって異なるであろう｡ キリ

ス ト教共同体の場合は,それは愛 (同胞愛,隣

人愛)であり,神-の敬度である｡ 政治がとめ

どなく流動化 し,世俗的利害と情念が我が物顔

に閥歩し始めたルネサンス ･イタリアでは徳は

40) 同上書,147ページ,J
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いわば乱世を生き抜 くための力であり,剥き出

しの権力の意思でもあった｡したがって,キリ

スト教的伝統との仮借なき断絶こそ必要とされ

た｡アレントはマキヤヴェッリについて次のよ

うに述べている｡

｢マキヤヴェッリが人間のとりわけ政治的

な特質と見なした力 (ヴイルトウ,virtd)は,

ローマの徳 (ウイル トゥース,virtus)のよ

うな道徳的性格の意味も,ギリシアの徳 (ア

レテ一, αPET7) のような道徳的に中立な

卓越性の意味も含まない｡力 (ヴイル トウ)

とは,世界に向かって,あるいはむしろ運命

(フオル トウナ)の星座- 運命の星座のも

とで世界は人間つまり人間の力 (ヴイルトウ)

に対 して開かれ,現われ,提示される- に

向かって,人間が奮い起こす応答といえよう｡

運命なしに力なく,力なしに運命はない｡力

と運命の交錯は,人間と世界が戯れ合いなが

らその位置を入れ換え合う,人間と世界の調

和を物語る｡ この調和は,政治家の知恵から

も,また個人の道徳的ないし他の卓越性,辛

門家の能力からも遠く隔たっている｡｣41)

近代国家は順法精神,祖国愛を要求したが,

ただ要求するだけでなく,近代国家は教会から

教育を奪い,国家教育を制度化-国定化するこ

とによって,自ら教育に乗 り出した｡近代国家

は,人間の陶冶 ･訓練 ･教育という直接にはキ

リス ト教から受け継いだ,ながい規律化の過程

を強制的に経営することによって,共同体構成

員の性格形成を試みたのである｡ しかし,その

プロセスが大きな変動と地域的差異を持ってい

たことも疑えないであろう｡ 徳の概念はすでに

述べたように,また今引用 したように多様であ

る｡ キリス ト教の徳の概念,ギリシアのアレ

チ-としての徳の概念,ローマの (ス トア派

の)道徳的ニュアンス徳の概念,共和主義の徳

(シヴイソクな徳)の概念は相互に異なった徳

の概念である｡

41)ア-レント,引田隆也･斎藤純一訳 『過去と末束の
間』みすず書房,1994年,187ページ｡

それぞれの地域で国家が国民を創出しようと

試み,規律と愛国の教育を展開しようとする17

世紀以後のヨーロッパにあって,イングランド

にはイタリアから,あるいはオランダ経由で,

共和主義が流入し,知識人の関心を捉えた｡こ

うして自立した人間と社会の思想のグランド･

セオリーとして次第に体系化 と洗練を遂げて

いった共和主義の市民論は,国家の側の国民論

あるいは自然法思想と対抗しながら,また時に

は融合しながら,人間と社会,政治と国家に関

する考察を推し進めることになる｡

このようなプロセスは,ポーコックが雄涯の

筆致で描いて以来,多くの研究者の関心を引き,

研究は探化 し,多くの論争を引き起こし,研究

の飛躍的な発展へとつながってきたけれども,

まだ多くの未開拓な領域を残している｡たとえ

ば,大ブリテン思想史における,さらにはアイ

ルランド思想史における18世紀初頭のキー ･

パースンである,フランシス ･ハチスンひとり

とってみても,最近の盛んな研究にもかかわら

ず,すでに言及したように,自然法思想と共和

主義,ス トア主義,キリス ト教のハチスンの思

想における折衷,あるいは統合の様相とコンテ

クス トはまだ十分に解明されているとは言いが

たい｡

共和主義の特徴をなす三要素をフィリップ ･

ペティツト (PhillipPettit)は,(-)反君主

政をモチーフとする ｢法の支配｣,(二)共和国

は ｢抑制 ･均衡 (checkandbalance)の支配｣

を必要とするという観念,(三)｢徳の支配｣の

観念に求めている42)｡この徳の支配,有徳者の

支配-統治だけをとってみれば,プラトニス ト

たちはことごとくその立場にあったし,徳の支

配を否定する思想家はむしろ稀であるように思

われるが,しかしペティツトの三つを認める思

想家となると非常に限定されるであろう｡ しか

し,この基準によれば,ヒュ-ムの政治論には

共和主義の要素がみとめられることになると思

われるし,これまではっきりしなかったヒュ-

42) Horton,I.andS Menduseds,AfterMackintyre,
PolityPress,1994,p 187.
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ムの政治思想の明確化に役立つであろう｡

ロックは (-),(二)の要素はあるけれども,

(≡)の要素を退けた｡ホップズにはこの三要

素のいずれもほとんど存在 しないと言ってよい｡

そうだとすれば,ロックは共和主義の影響を受

けた思想家なのだろうか｡

人脈からするとロックは,共和主義と無関係

であったとは思えないし,まして共和主義の伝

統を知らなかったということはあ りえない｡

ロックはシヤーフツベリ家の侍医であったし,

シヤーフツベリ卿の周辺には共和主義的傾向を

もったウイッグの父祖たちが集まっていた｡

ロックの友人にはシドニーのような共和主義た

ちがいた｡しかしロックが採用した政治的思考

は共和主義のそれではなく,自然法学のそれで

あった｡すでに1660年にロックは自然法論を執

筆した｡ロックはなぜ自然法学の伝統にコミッ

トしたのだろうか｡敬虞なキリス ト者であった

ロックにとって,アルミニウス派であったグロ

ティウスにとってと同じく,自然法思想は親近

感をもてるものであっただろう｡そして自然法

学と自由主義は密接な関係があった｡しかし,

自然法思想は世界の解釈をもたらすとしても,

それ自体は実践哲学ではない｡ホップズが自然

法は内面の規範にとどまると述べたように,自

然法は一般的な道徳法に過ぎず,強制力に限界

があった｡ロックにしても自然法の認識から政

治的行動を引き出したのではないであろう｡ む

しろ,時局の切迫 した専制政治に対する対決の

必要性,専制を打倒 して,自由な政治制度を構

築することの不可避性の判断から,ロックも実

践への指針を引き出したであろう｡ そうとすれ

ば,これは共和主義精神の発露と無縁とは言え

ないであろうが, しかしそのような言説をロッ

クは展開しなかった｡

スキナ-が主張 したように,自然法学と共和

主義はさかのぼれば共通の伝統から育ったふた

つの流れの伝統であると言えるとしても,両者

の関連は前二者の関連ほど密接なものではな

かった｡すでにロックの時代においては明確に

異なる思想的伝統となっていた｡しかし,ロツ

19

クの被治者の同意に基づ く政治- 民意尊重

- という政治理念は,自由主義的であるとと

もに共和主義的でも民主主義的でもあるように

思われる｡ けれども,ロックと共和主義の関係

はさほど濃密であったようには思われない｡精

神は言語によって制約される｡ ロックは法の言

語で政治制度を把握することによって,法中心

の政治理論を構築した｡

ロックの同時代の代表的な共和主義者には,

例えば,シドニーがいるO そしてシドニーの政

治的立場は,ふたりがともにフィルマ-批判を

モチーフとして統治論を展開したことにも示さ

れているように,ロックとさほど離れていたわ

けではないのである43)｡

18世紀になると,イギリスにおいては近代国

家の制度が安定し,政権は寡頭制支配となって

いく｡ しかしながら,商業ジャーナリズムが本

格的に成立した公共空間において権力,富,徳

をめぐって多様な公論が展開され,党派抗争が

盛んにくりひろげられ,そのようなダイナミズ

ムを通してブルジョア的なインタレス トのイデ

オロギーが制度化される｡ しかし,剥出しのイ

ンタレス トの角逐と主張は,政治と経済のダイ

ナミックな発展と絡み合っていたものの,その

ような発展 ･繁栄は徳なき精神の跳梁であり腐

敗にはかならず,徳を重視 したカントリからの

激しい批判を浴びることとなる｡繁栄が欄熟に

達すれば達するほど腐敗堕落は深刻化 し,それ

に応じてブリテンの共和主義は急進化していく｡

このような共和主義 (シヴイソク ･ヒューマニ

ズム)の歴史はポーコックが相当まで明らかに

したが,ポーコックの衝撃的なテーゼ44)は,そ

43) シドニーについては英米でも必ずしも多くの研究があ

るわけではないが,わが国ではいっそう遅れており,数

編の論考があるにすぎない｡スコット (JScott,Alger1

7um SidneyandtheEnglishRepublic1623-1677,Cam-

brldgeU P,1988 Do,AlgemonSidneyandtheRes-

torationCrisis1677-1683,CambridgeU P.,1991)千

ヒュース トン (AC.Houston,AlgernonSidneyandthe

RepubllCanHeritageinEnglandandAmerica,Princeton

U.P,1991)の研究を踏まえた,本格的な研究の登場

が待たれる｡

44) シヴイソク･ヒューマニズムの17世紀のイングランド

-の導入とその際のパラダイムの変容を分析すること/
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の後の活発な研究を生み出すことになった｡そ

の論争はまたあらたに検討する余地がある45)0

あ わ り に

徳は現代の社会理論におけるキー ･ワー ドの

ひとつになりつつある｡ とりわけ,徳を活発に

論じているのは,アメリカの学界である｡ すで

に過去の人となったハンナ ･ア-レント,ポー

コック,そしてマッキンタイアが三巨頭だろう

か｡アレントと公共哲学,ポーコックと共和主

義思想史,マッキンタイアとコミュニタリアン

というこの三グループの徳論は相当に異なって

いる｡ 彼らの間の相違が,活発な言論活動を誘

発しているという側面があるように思われる｡

祖国愛や愛国心の論議も盛んになってきたが,

それはブッシュ政権の成立と9･11テロ以前か

らの潮流である｡ ポスト9･11における共和党

的好戦論と,そうした思想史的潮流は区別され

なければならない｡真の共和主義者は,もちろ

ん,テロにも反対すれば,イラク攻撃にも反対

するであろう｡

三グループの徳論の相互比較 と, とりわけ

ポーコックに始まる共和主義思想史の新 しい研

究成果についての検討が不可欠であるが,それ

は次の機会に行いたい｡

本稿は ｢市民社会と徳｣という問題について,

この間題との関連で,戦後日本の思想史を回顧

し,市民社会も徳も重要な意義をもつ概念であ

るという認識に立っている｡ しかし,両者は共

に概念としての明確 さと言う点で,きわめて多

義的であり,暖味である｡ したがって,両者は

概念として再検討 しなければならないことは言

うまでもない｡そして,そのような検討を経た

＼は,ポーコックの大著 MachuZVelhanMoment,1975の第

10,11章のテーマであったが,その要旨についてはこの

特集の竹揮論文を参照｡

45) ポーコックは前出の Mach2aVellianMomentにおいて大

ブリテンの19世紀の共和主義を扱わなかった｡しかし,

19世紀に共和主義思想はすっかり消滅したのではないで

あろう｡たとえば, ヴイローリはミルの 『自由論』や

『代議政体論』に共和主義思想を認めている｡M Viro-

li,Republicanism,NewYork,2002,p.108.Lか L,i

格的な研究は,これからである｡

第25号 (2002.10)

とき,共和主義的徳の意義が明らかになると考

えている｡

結論を言えば,本稿の背後にある立場は,共

和主義的な市民社会と徳の概念を現代的アク

チュアリティをもつものとして,顧みる必要が

あるというものである｡ もちろん本稿は,社会

の主体は個人であるべきだと考える｡ しかし,

個人は自由な権利の主体であるというだけでは

十分ではない｡公共的個人という概念を明確に

確立する必要があるのではないかという理解に

立っている｡

個人と公共は対立概念であるように思われて

きた｡実際,自由主義はそのような想定にしば

しば立っている｡ 個人と公共の関係が難問であ

ることは言うまでもない｡両者を対立概念と考

えることがいかに欺臓的であるかということを,

激しく論難したのは,ルソー46)であった｡ 個人

と公共を対立概念として考える限り,自由主義

は,公共の利益を侵さないかぎり,個人の権利

を,そして個人の欲望追求を優先するであろう

し,そのような個人はしばしば利己主義的個人

へと堕落するであろう｡ そして公共の規則や利

益を侵して,社会に損害をもたらし,処罰され

るであろうけれども,社会が味わう失望を考え

ると,このような個人主義的,功利主義的,自

由主義に問題があることは,言うまでもない｡

したがって,様々な公共哲学の試みが行われて

きたのである｡ ルソーとは対既的な立場に立っ

ていたアダム ･スミスにも,そのような試みを

見ることができる｡

近代の共和主義は,利己的個人を否定した思

想である｡ その意味ではスミスはすでに近代社

会における共和主義の不可能性を明らかにした

と言えるかもしれない｡スミスは近代社会の原

理を勤労と商業に見たが,それは利己的欲望の

追求に他ならなかった｡しかし,そのスミスも,

公共精神の意義までは否定はしなかった｡スミ

46) ルソーに始まる,あるいはモンテスキューを晴夫とす

るフランスの共和主義は,とりわけ大革命によって,英

米の共和主義と違った特徴を獲得 しつつ展開されて行っ

たと予想されるが,そのようなフランスにおける共和主

義の歴史はこれから描かれなければならないだろう｡
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スが断罪したのは公共の利益を掲げて,その美

名に隠れて,私益を追求する個人の欺臓であっ

た｡スミスは,解放された利己的欲望に,正義

のルールを与え,正義と生命を守るために,さ

さやかな徳,公共精神を注入した｡このバラン

スを取り違えないことは重要である｡ そのスミ

スは利己的欲望の肥大には批判的であった｡

現代の文明社会では,利己的個人を否定する

ことは困難である｡ したがって,社会思想に

とっては,利己的個人の社会化を考えることが

重要となる｡18世紀からの社会思想の課題は,

まさにそこにあったと言ってもよい｡利己的個

人の社会化に成功すれば,抑圧的な国家や権力

装置は,ますます不要になって行 くはずである｡

社会はますます自由で平和になるはずである｡

それはユー トピアに見えるかもしれない｡ 社会

主義は,利己的個人の社会化を断念 して,社会

組織の社会主義化によって利己的個人を抑圧し
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たが,それは人間の本性からして,無理な試み

であった｡

利己的個人の社会化は教育や司法が担うとい

うことになっているが,様々な市民運動やヴオ

ランティア活動も大きな役割を果たしている｡

すなわち経験が利己的個人の社会化を促進する

ということである｡ 多様な経験は自由主義社会

が可能にする｡そして思想的には,自由主義を前

提にしつつ,利己的個人主義に対置すべきもの

として公共的個人主義の可能性を検討すること

が,これからの課題である｡まず公共的個人の概

念47)を確立することがその一歩になるだろう48)｡

【付記】 本稿は平成14年度科学研究費補助金,塞

盤研究 (B)(1)｢近代共和主義の系譜とそ

の現代的可能性の研究｣による成果の一部

である｡

47) 公共的個人主義 という言葉を筆者は civichumanism

の訳語として考えている｡とすると公共的個人は clVic

manの訳語ということになるだろう｡公共的個人とい

うと,カントの自由な遺徳的主体としての人間像が,そ

れに近いようにも思われる｡ ドイツにおける共和主義の

歴史もこれから改めて問題になるであろう｡

48) 本稿はその試みではない｡このような結論は,本稿で

おこなった概説的な歴史的,思想史的検討の前提である

けれども,本稿で論証できたわけではない｡




